
石綿（アスベスト）と法改正について 

 
令和 5 年 10 月 1 日より、石綿（アスベスト）調査の法改正がありました。 
 
＜石綿（アスベスト）とは＞ 
石綿（アスベスト）は、吸音性、耐火性、断熱性等に優れた天然の繊維状鉱物です。また、
安価であったため、1960 年代に多く使用されていました。しかし、この繊維を吸入すると
肺がん、中皮腫といった病気になる危険性があることで知られています。2006 年以前に建
築された建築物にはこの石綿（アスベスト）が使用されている可能性があります。令和 5 年
10 月 1 日から、建物の解体・リフォーム工事を実施する際は、有資格者による事前調査、
分析が義務付けられています。 
 
＜改正内容について＞ 

 

 

 
                     ＜厚生労働省ホームページより抜粋＞ 
 



 
建物の解体の際だけではなく、リフォーム工事を実施する際にも、有資格者による調査・分
析が必要です。解体・リフォーム工事を実施する際には、業者の選定も重要となります。 
あなぶき不動産流通では解体・リフォーム工事についてのご相談を承っております。お気軽
にご相談ください。 


